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 第 10節 救急医療                             

 
 現状及び課題  

（１）病院前救護体制の整備 
県では、病院前の救護体制を確立し、救命率の向上を図るために、救急救命士に

対する指示体制や救急活動の事後検証体制等のメディカルコントロール体制※1を検

討する「大分県救急業務協議会」を設置しています。 
救急救命士を含む救急隊員が行う応急処置等の質を向上させ、救急救命士の処置

範囲の拡大等救急業務の高度化を図るためには、今後ともメディカルコントロール

体制を充実していく必要があります。 
また、メディカルコントロール体制のもとに適切な観察と判断等を行い、地域の

特性と患者の重症度・緊急度に応じて搬送手段（ドクターカー、防災ヘリ、ドクタ

ーヘリ等）を選択し、適切な医療機関に直接搬送できる体制の整備が必要です。 
  （※１）消防機関と医療機関との連携により、①救急隊が現場からいつでも迅速に医師に指

示、指導、助言を要請できる、②実施した救急活動の医学的判断、処置の適切性につ

いて医師による事後検証を行い、その結果を再教育に活用する、③救急救命士の資格

取得後の再教育として、医療機関において定期的に病院実習を行う体制をいう。 
 ①  救急救命士の育成 

○ 救急救命士の業務については、平成 15年４月から包括的指示による除細動の

実施、平成 16年７月から気管内チューブによる気道確保の実施及び平成 18年４

月からアドレナリン投与の実施（いずれも医師の具体的指示によるもの）、平

成 21年４月からアナフィラキシーショックに対するアドレナリン（エピネ

フリン）投与の実施が可能になっています。 

  また、平成 26年４月から心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保

及び輸液並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与（医師の具体的指示に

よるもの。以下「ショックへの輸液・ブドウ糖投与」という。）が可能になるな

ど、その業務は拡大しています。 

○ 大分県救急業務協議会では、気管内チューブによる気道確保及びショックへ

の輸液・ブドウ糖投与の実施が可能な認定救急救命士を育成しています。令和

５年４月１日現在、気管内チューブによる気道確保が可能な認定救急救命士数

は 272名、ショックへの輸液・ブドウ糖投与が可能な認定 

救急救命士数は 445名となっています。また、他の救命士の指導を行う指導救命

士の認定も行い、令和５年４月１日現在、59名の指導救命士を認定していま

す。 
 ②  指示及び事後検証体制 

○ 大分県救急業務協議会の下に、「大分県メディカルコントロール協議会」

を設置して、救急隊員が 24時間医師に指示、指導、助言を要請できる体制

を整備しています。 

○ 県内を８ブロックに分け、各地域で事後検証会議を実施しています。 

 ③  その他 

○ 令和４年４月１日現在、県内の 14消防本部に 65台の高規格救急自動車

が導入されています。 

○ 令和４年４月１日現在、県内救急隊 60隊のうち、救急救命士を配置して
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いるのは、60隊となっています。 

○ 傷病者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施を図るた

め、平成 23年３月に、傷病者の状況把握や搬送先医療機関の選定などにつ

いて定めた「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を策定しています。 

○ 救急需要が増加傾向にある中、国では、救急車の適時・適切な利用や救急医療

機関の受診の適正化を図るため、急な病気やけがにより、救急車を呼ぶべきか、

今すぐ病院に行くべきか迷ったときに、救急車要請の要否や適切な診療科目、診

察可能な医療機関等を相談者に電話でアドバイスを行う救急安心センター事業

（♯7119）の導入を推進しています。 

○ 高齢者救急は増加し、救急搬送に占める高齢者の割合は増加傾向にあります。

また、救急隊が心肺停止傷病者の心肺蘇生を望まないと伝えられる事案の対応に

ついて、多くの消防本部で課題として認識されています。 

 

（２）救急医療体制の整備 
医療提供体制が希薄となる休日及び夜間における救急医療体制を確保するため、

軽症患者の医療を確保するための「初期救急医療」、手術や入院が必要な重症患者

の医療を確保するための「第二次救急医療」、頭部外傷等の重篤患者の医療を確保

するための「第三次救急医療」と、体系的な救急医療体制の整備を推進していま

す。 
この救急医療体制を維持していくためには、医療機関、搬送機関及び県民の協力

が不可欠であり、また、初期から二次・三次へと後方病院につなぐ体制に加え、三

次から二次・初期へと在宅生活につなぐ体制の整備が必要です。 
 ①  初期救急医療体制 

○ 初期救急医療体制は、外来診療で比較的軽症な患者を受け入れるための体制で

す。 

○ 16の郡市医師会が「在宅当番医制」及び「休日当番医制」などを実施すると

ともに、７郡市医師会等が「夜間在宅当番医制」などを実施しています。 

○ 別府口腔保健センター（別府市歯科医師会）による「休日等歯科診療所」の運

営のほか、他の圏域において休日等の「歯科在宅当番医制」を実施しています。 
  ②  第二次救急医療体制 

○ 第二次救急医療体制は、初期救急医療施設や救急搬送機関との連携により、休

日及び夜間における重症患者を受け入れるための体制です。 

○ 地域の実情に応じて、病院群輪番制病院（７医療圏 38施設）及び共同利用型

病院（３医療圏３施設）で実施しています。 

  ○ その他、救急医療体制として、救急病院等を定める省令に基づき、県知事が認

定した救急告示病院等があります。 

    ○ 休日や夜間に、第二次救急医療施設に患者が集中することなどにより、地域の

中核的病院の医師が疲弊し、その結果、医師不足に拍車をかけ、圏域内での第二

次救急医療体制に影響を与えることが懸念されます。 

  ○ 市町村などの協力のもと、県民に対する救急医療施設の利用に当たっての配慮

についての啓発が必要となっています。 
 ③ 第三次救急医療体制 

○ 第三次救急医療体制は、初期及び第二次救急医療施設等との連携のもと、脳卒
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中、急性心筋梗塞や、重症外傷等の複数の診療領域にわたる重篤患者に対し、高

度な専門的医療を総合的に実施するための体制です。 

○ 本県の救命救急センターは、昭和 53年度に指定した大分市医師会立アル

メイダ病院、平成 20年度に指定した大分大学医学部附属病院、大分県立病

院及び国家公務員共済組合連合会新別府病院の４病院となっています。そ

のうち、大分大学医学部附属病院については、平成 25 年 10月に高度救命

救急センターに指定しました。 
 ④ 広域救急医療体制の整備 

○ 防災ヘリ「とよかぜ」の救急搬送業務を充実させるため、医療用資機材を整備

するとともに、平成 18年 11月に救急業務出動基準を、令和２年４月に大分県

（標準）救急活動プロトコールの一部として「大分県防災航空隊救急救命処置引

継要領」を定め、出動要請の円滑化や搬送中の処置の適正化を図っています。併

せて令和５年４月より搬送中の処置ついて医師を交えて検証を行い、今後の搬送

に生かす仕組みである事後検証ブロックに防災航空隊ブロックを創設しました。 

  ○ また、平成 18年４月には、福岡県が導入している※１救急医療用ヘリコプター

（ドクターヘリ）について、共同運航に関する協定を結び、救急医療施設から遠

く離れた地域の救急医療体制の充実を図っています。 

  （※１）福岡県ドクターヘリは、久留米大学病院高度救命救急センターに配備され

ており、県内では中津市、日田市、九重町、玖珠町の４市町が運航区域で

す。 

  ○ さらに、平成 24年 10月には、大分大学医学部附属病院を基地病院とす

る本県独自のドクターヘリの運航を開始し、３機体制でへき地等の広域救

急医療を提供する体制を整備しています。 

⑤ ＩＣＴを活用した救急医療体制の整備 

  ○ 関係機関間の連絡ツールとして、クラウド統合型救急支援システムを導入し、

円滑な救急搬送を推進するとともに、救急医療連携システム（Join）を活用し、

医師が院外の専門医に助言を求め、診療支援を受けられる体制を整備していま

す。 

 

（３）救命期後の医療提供体制の整備 

  ○ 在宅等での療養を望む患者については、在宅医療の提供に加え、訪問・通所リ

ハビリテーションなどの実施など、社会福祉施設等と連携のうえ、在宅等での包

括的な支援を行う体制の確保・充実が必要です。 

 

（４）新興感染症まん延時の救急医療体制 

○ 新型コロナウイルス感染症の対応においては、流行時の救急医療体制について

の各医療機関の役割が十分に具体化されておらず、救急搬送が特定の医療機関に

集中するなど、医療提供体制の課題が見られました。 

○ 特に感染拡大期には、入院患者の急増と医療従事者の感染による人員不足が重

なり、一時的に医療負荷が増大しました。そのことが救急医療にも大きな影響を

及ぼし、救急患者の受入れが困難になる事案が増加しました。 

○ こうした新型コロナウイルス感染拡大時の対応を踏まえ、平時から、新興  感

染症の発生・まん延時においても救急医療を継続的に提供できる体制につ い
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て、救急医療対策協議会等で協議する必要があります。 

 

 

 

 圏域の設定と状況  

○ 傷病者の救命率の向上を図るためには、できるだけ身近な医療機関で医療提供を

行う必要があるため、救急医療に関する医療圏（以下「救急医療圏」という。）につ

いては、高次医療機能を有する医療資源の偏在等地域の実情などを踏まえ、10 医療

圏を基本とします。 

ただし、第二次救急医療、第三次救急医療については、単一の救急医療圏だけで

は完結できない圏域もあることから、大分、別杵速見などによる支援（連携・補

完）体制を設定します。 

    

令和６年１月１日現在 
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救急医療圏及び救急医療連携体制図 

 

 

 今後の施策  
（１）病院前救護体制の整備 
 ① メディカルコントロール体制の充実強化 

  ○ 第二次救急医療施設や救命救急センター等の協力のもと、救急救命士の教育の

推進に努めます。 

  ○ 各地域ごとに定期的に事後検証会議を開催し、事後検証体制の確立を図りま

す。 

  ○ ドクターカーやドクターヘリ等の活用の適否について、救急医療対策協議会等

において定期的に検討し、効果的な運用を図ります。 

  ○ 傷病者の重症度・緊急度を判断し、的確な処置を行うために、医学的に吟味さ

れ救急現場にあった各種判断・処置の基準であるプロトコールを策定し、事後検

証結果や処置範囲の拡大などを踏まえ随時改訂します。 

  ○ 「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を適宜改定し、迅速かつ適切に

対応できる体制を整備します。 

  ○ 救急時の関係機関間の連絡ツールとして、クラウド統合型救急支援システムを

導入し、その普及に努めるとともに、効果的な運用を検討しながら、円滑な救急

搬送を推進します。 

○ 全県一区で 119番通報を一元化して受け付ける「おおいた消防指令センター」

（消防指令業務共同運用事業）では、緊急性の高い救急現場や多数傷病者が発生

した災害現場へのドクターカー、ドクターヘリ、ＤＭＡＴの出動要請も一手に行

います。要請時には、新たに導入される「映像通報システム」、さらには指令シ

ステムの３者通話機能を活用することで、現場と指令センターと医療機関が即座

に情報共有が可能となり、迅速な医療資源の現場投入につながり、大分県全体の

救命率向上も期待できます。 

 

② その他 

○ 急性心筋梗塞等により心肺停止となった場合に、患者の近くにいる者が迅速に

初期救急医療 二次救急医療 三次救急医療

東 　国　 東 大分、別杵速見と連携

別 杵 速 見 大分と連携

大分

由布

臼　　　   津 大分、別杵速見と連携

南部 佐　　   　伯 大分、別杵速見と連携

豊 後 大 野 大分、別杵速見と連携

竹　　　   田 大分、別杵速見と連携

西部 日 田 玖 珠 日 田 玖 珠
大分、別杵速見、

福岡県久留米地区と連携

中　　　   津
大分、別杵速見、

福岡県北九州地区と連携

宇佐豊後高田 大分、別杵速見、中津と連携

二次医療圏
事後検証
ブロック

救急医療圏
対象市町村及び救急医療体制

東部 東部
国東市、姫島村

別府市、杵築市、日出町

中部
大　　　　　分 大分市、由布市

南部
臼杵市、津久見市

佐伯市

豊肥 豊肥
豊後大野市

日田市、九重町、玖珠町

北部 北部
中津市

宇佐市、豊後高田市

竹田市
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対応できるようにすることで、救命率の向上が期待できることから、市町村、関

係団体と連携し、心肺蘇生法の講習の充実を図るなど、県民への普及に努めます。 
○ 救急車の適正利用について、救急の日等を活用した県民への啓発活動に努めま

す。 
○ 救急安心センター事業（♯7119）は、全国的にも導入が進んでおり、救急搬送

体制の負担軽減や救急医療機関の受診の適正化への効果が期待されるため、県内

全域での導入に向けた検討を進めます。 

○ 自らが望む人生の最終段階における医療やケアについて、前もって考え、家族

等や医療･ケアチームと話し合い、共有する取組（人生会議）の普及啓発を行う

とともに、本人の意思が尊重されるための環境整備を進めます。 

 

（２）救急医療体制の整備 

 ① 初期救急医療体制の整備・充実 

    ○ 在宅当番医制等による診療体制の確保に努めます。 
   ② 第二次救急医療体制の整備・充実 

  ○ 地域の医師会や第二次救急医療施設の協力のもと、地域の医師や看護師等の確

保に努め、すべての救急医療圏での病院群輪番制病院及び共同利用型病院の確保

に努めます。 
    ○ 初期、第三次救急医療施設及び救急搬送機関との連携を図り、傷病者の重症度 

・緊急度に応じ、適切な救急医療を地域の実情を踏まえて提供します。 
   ③ 第三次救急医療体制の整備・充実 

    ○ 初期・第二次救急医療施設と救命救急センターとの連携を図るとともに、地域

の実情に応じて他圏域の第三次機能を有する医療施設との地理的配置等による分

担を行うことにより、体制の強化・充実を図ります。 
  ○ 救命救急センターをはじめ、救急医療施設の施設・設備整備を推進します。 
  ○ 地域などにおける新たな救命救急センターの設置についても検討します。 
 ④ 広域救急医療体制の充実 

○ 大分県ドクターヘリ、防災ヘリ、福岡県ドクターヘリの３機のヘリコプ

ターを活用した効果的な運用方法を検証するとともに、医療機関等の離着陸場

の整備について検討するなど、広域救急医療体制の充実を図ります。 
○ 運航調整委員会や検証会などでの議論をもとに、「大分県ドクターヘリ運

航要領」を適宜改定し、迅速かつ適切に運航できる体制整備に努めます。 
○ 他県ドクターヘリとの広域連携体制整備に向け、九州各県と議論を進めていき

ます。 

  ⑤ ＩＣＴを活用した救急医療体制の充実 

  ○ クラウド統合型救急支援システムや救急医療連携システム（Join）の活用を広

めるとともに、救急医療体制の更なる充実を図るため、引き続きＩＣＴを活用し

た効果的な取組を検討します。 

 

（３）救命期後の医療提供体制の整備 

  ○ 救急医療機関と在宅等での療養を支援する医療機関、社会福祉施設等との診療

情報や治療情報の共有及びその連携促進に努めます。 
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（４）新興感染症まん延時の救急医療体制 

 ○ 新興感染症の発生･まん延時においても、安定した救急医療体制を維持するため、     

救急医療対策協議会や感染症対策連携協議会等において、救急の医療提供体制を

検討します。 

  ○ 新興感染症の病原性や重症度等を踏まえ、各医療機関の機能に応じた体制の整

備を図ります。 

 

 

 

（目標）                                                          
項  目 

 

現  状 

（令和４年度末） 

目  標 

（令和 11(2029)年度） 

救急自動車による医

療機関への平均収容

所要時間 

38.7分 

（令和３年） 

39.0分以下 

※目標年度の推測時間 39.0分

（消防保安室調べ） 

初期救急医療体制 

の整備・拡充 
在宅当番医制等    10圏域 在宅当番医制等    10圏域 

第二次救急医療体 

制の整備・拡充 

病院群輪番制病院    ７圏域 

共同利用型病院       ３圏域 

 

病院群輪番制病院    ７圏域 

共同利用型病院       ３圏域 

※ 現行体制の維持・充実 

第三次救急医療体 

制の整備・拡充 

救命救急センター設置数 

       高 度 １施設 

       通常型 １施設 

       旧新型  ２施設 

救命救急センター設置数 

       高 度 １施設 

       通常型 １施設 

       旧新型  ２施設 
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